　端末設備等規則の規定に基づく移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件新旧対照表                           　　　　　　　○　平成五年十一月二十九日郵政省告示第六百十一号（最終改正　平成十二年三月三十日）　　　　　　　　　　  （傍線部分は改正部分）
                        改　　　正　　　案
                       現　　　　　　行


　端末設備等規則（昭和六十年郵政省令第三十一号）第十九条、第二
　端末設備等規則（昭和六十年郵政省令第三十一号）第十九条、第二


十条、第二十一条及び第三十四条の規定に基づき、移動電話端末、又
十条、第二十一条及び第三十四条の規定に基づき、移動電話端末、又


は自営電通信設備であって、移動電話用設備に接続されるものの送信
は自営電通信設備であって、移動電話用設備に接続されるものの送信


タイミングの条件、ランダムアクセス制御の条件及びタイムアライン
タイミングの条件、ランダムアクセス制御の条件及びタイムアライン


メント制御の条件を次のように定める。
メント制御の条件を次のように定める。






一　移動電話端末、又は自営電気通信設備であって、移動電話用設備
一　移動電話端末、又は自営電気通信設備であって、移動電話用設備


　に接続されるもの（以下「移動電話端末等」という。）の送信タイ
　に接続されるもの（以下「移動電話端末等」という。）の送信タイ


　ミングの条件
　ミングの条件


　１～５　（略）
　１～５　（略）


　６　無線設備規則第四十九条の六の四に規定する符号分割多元接続



　　方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する移動電



　　話端末等（以下「無線設備規則第四十九条の六の四に規定する符



　　号分割多元接続方式の携帯無線電話端末等」という。）



　　(一)　拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの



　　　(１)　制御チャネルにおける送信は、移動電話用設備から受信し



　　　　たスロットに同期させ、かつ、移動電話用設備から指定され



　　　　たアクセススロットにおいて送信を開始するものであること



　　　　。



　　　(２)　通話チャネルにおける送信は、移動電話用設備から受信し



　　　　たフレームに同期させ、かつ、その開始時点から一、〇二四



　　　　チップに相当する遅延時間の後に送信を開始するものとし、



　　　　かつその送信の開始時点の偏差は（±）一・五チップの範囲



　　　　にあること。



　　(二)　拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・六



　　　八六四メガチップのもの



　　　　第五号に規定する条件のものであること。







  ７　無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する非静止衛星
  ６　無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する非静止衛星


　　に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯
　　に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯


　　移動地球局の無線設備を使用する移動電話端末等
　　移動地球局の無線設備を使用する移動電話端末等


    （一）～（二）　（略）
    （一）～（二）　（略）






二　移動電話端末等のランダムアクセス制御の条件
二　移動電話端末等のランダムアクセス制御の条件


　１～５　（略）
　１～５　（略）


　６　無線設備規則第四十九条の六の四に規定する符号分割多元接続



　　方式の携帯無線電話端末等



　　(一)　拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの



　　　(１)　制御チャネルにおける送信は、移動電話用設備から指定さ



　　　　れた条件に基づき信号を送出後、移動電話用設備から指定さ



　　　　れた時間（七、六八〇チップ又は一二、八〇〇チップ）後に



　　　　送信許可信号を受信した場合は、送信許可信号を受信してか



　　　　ら七、六八〇チップ後に情報の送信を行うこと。



　　　(２)　(１)において送信禁止信号を受信した場合又は送信許可信号



　　　　若しくは送信禁止信号を受信できなかった場合は、再び(1)の



　　　　動作を実行するものとする。この場合において、再び(1)の動



　　　　作を実行する回数は移動電話用設備から指示される回数を超



　　　　えず、かつ、六四回を超えてはならない。



　　(二)　拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・六



　　　八六四メガチップのもの



　　　　第五号に規定する条件のものであること。







　７　無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する非静止衛星
　６　無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する非静止衛星


　　に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯
　　に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯


　　移動地球局の無線設備を使用する移動電話端末等
　　移動地球局の無線設備を使用する移動電話端末等


　　　（一）～（二）　（略）
　　　（一）～（二）　（略）






三　（略）
三　（略）


